
東京都北区不燃化特区内における壁面後退奨励金交付要綱 

 

２７北まま第１５４４号  

平成２７年１２月１７日区長決裁 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成２５年３月２９日２４

都市整防第５９８号。以下「都要綱」という。）第１４条第１項第８号アに基づき北区が

行う壁面後退奨励金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義）  

第２条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるほか、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）及び地区防災

道路志茂地区における東京都北区都市防災不燃化促進助成金交付要綱（平成２７年１２

月１７日２７北まま第１４７７号。以下「不燃化助成要綱」という。）の例による。  

 (１) 壁面後退 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項第２号に

規定する防災街区整備地区計画（以下「防災街区整備地区計画」という。）における壁

面線の制限で、道路境界線から後退した位置での建築物の外壁又はこれに代わる柱の

面及び当該建築物に附属する門又は塀の後退並びに工作物の設置制限をいう。 

（２）不燃化特区 都要綱第５条第１項の規定により指定された北区内の不燃化推進特定

整備地区をいう。 

 

（交付対象者） 

第３条 奨励金を受けることができる者は、志茂地区防災街区整備地区計画（平成２７年

１２月１７日２７北まま第１６４８号。以下「志茂地区防災街区整備地区計画」という。）

に定める特定地区防災施設（道路）に接する土地において、壁面後退の区域に存する建

築物又は工作物（以下「建築物等」という。）の除却を行う者で、次に掲げる要件を全て

満たす者とする。 

（１）志茂地区防災街区整備地区計画が決定した時に既に存在した建築物等を所有してい

る者（当該除却について土地及び当該建築物等の所有者全員による承諾がある者に限

る。）又は当該建築物等の存する土地の所有者（当該除却について土地及び当該建築物

等の所有者全員による承諾がある者に限る。）であること。 

（２）個人又は中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定す

るものであること。 

（３）住民税（中小企業者等の場合、法人住民税）を滞納していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、交付金の対象としない。 



（１）不動産販売、不動産貸付又は駐車場経営を事業として実施する者 

（２）東京都北区木造民間住宅耐震改修促進事業実施要綱（平成２１年５月１８日２１北

ま建第１１５６号）に基づく耐震建替え工事費助成、東京都北区不燃化特区内におけ

る戸建建替え促進支援要綱（平成２５年９月２７日２５北まま第２３５２号）に基づ

く建替え工事費助成、東京都北区不燃化特区内における老朽建築物除却支援要綱（平

成２５年７月３１日２５北まま第２２２１号）に基づく除却工事費助成及び国、地方

公共団体、その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成（不燃化助成要綱に

基づく助成を除く。）を受ける者 

（３）志茂地区防災街区整備地区計画に適合しない建築物又は工作物を建築又は設置する

者 

 

（奨励金の額）  

第４条 奨励金は、志茂地区防災街区整備地区計画に規定する壁面の位置の制限による後退

線、建築基準法の道路境界線及び隣地境界線で囲まれた部分の面積について、次の表に

掲げる面積の区分に応じ、予算の範囲内で交付することができる。この場合において、

建築基準法の道路から当該後退線までの距離が平均１０センチメートル以上でかつ合計

面積が１平方メートル以上の場合を対象とする。ただし、北区居住環境整備指導要綱（平

成４年１２月３日４北環住第２８４号）に基づく公開空地は面積に含まない。 

面積 金額 

１平方メートル以上２平方メートル未満 200,000 円 

２平方メートル以上３平方メートル未満 300,000 円 

３平方メートル以上４平方メートル未満 400,000 円 

４平方メートル以上５平方メートル未満 500,000 円 

５平方メートル以上６平方メートル未満 600,000 円 

６平方メートル以上７平方メートル未満 700,000 円 

７平方メートル以上８平方メートル未満 800,000 円 

８平方メートル以上９平方メートル未満 900,000 円 

９平方メートル以上 1,000,000 円 

 

（交付対象承認申請） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする者は、第３条の規定による除却の工事（以下「工

事」という。）の着手前に不燃化特区壁面後退奨励金交付対象承認申請書（別記第１号様

式）に別表に定める提出書類を添えて区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請を受けた場合は、現地を調査のうえ、その内容を審査

し、交付対象とするときは、不燃化特区壁面後退奨励金交付対象承認通知書（別記第２

号様式）により、申請者に通知するものとする。 



３ 区長は、前項の規定による審査の結果、交付対象としないときは、不燃化特区壁面後

退奨励金交付対象不承認通知書（別記第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

 

（申請内容の変更） 

第６条 前条第２項の規定により不燃化特区壁面後退奨励金交付対象承認通知書を受けた

者（以下「交付の承認を受けた者」という。）は、申請内容を変更しようとするときは、

速やかに不燃化特区壁面後退奨励金交付対象変更承認申請書（別記第４号様式）に別表

に定める提出書類を添えて区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めると

きは、不燃化特区壁面後退奨励金交付対象変更承認通知書（別記第５号様式）により、

交付の承認を受けた者に通知するものとする。 

３ 区長は、前項の規定による審査の結果、その内容が不適当と認めるときは、不燃化特

区壁面後退奨励金交付対象変更不承認通知書（別記第６号様式）により、交付の承認を

受けた者へ通知するものとする。 

 

（取りやめ） 

第７条 交付の承認を受けた者は、事情により承認された工事の実施が困難となったとき

は、速やかに工事取りやめ届（別記第７号様式）により、区長に届け出なければならな

い。 

 

（工事の着手） 

第８条 交付の承認を受けた者は、承認通知書を受けたときは、速やかに工事着手届（別

記第８号様式）に別表に定める提出書類を添えて区長に届け出なければならない。 

 

（完了報告及び奨励金の交付申請） 

第９条 交付の承認を受けた者は、工事が完了したときは、工事完了報告書（別記第９号

様式）に別表に定める提出書類を添えて区長に報告するとともに、不燃化特区壁面後退

奨励金交付申請書（別記第１０号様式）により、奨励金の交付申請をするものとする。 

２ 区長は、前項の工事完了報告書を受けた場合は、速やかに交付対象承認の内容及びこ

れに付した条件に適合するかどうかを検査しなければならない。 

 

（奨励金の交付の決定） 

第１０条 区長は、前条第１項の不燃化特区壁面後退奨励金交付申請書を受けた場合は、

その内容を審査し、交付対象承認の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるとき

は、奨励金の交付を決定し、交付すべき金額を確定したのち、不燃化特区壁面後退奨励

金交付決定通知書（別記第１１号様式）により、交付の承認を受けた者に通知するもの



とする。 

 

（奨励金の請求及び支払） 

第１１条 前条の規定により、奨励金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、不燃化特区壁面後退奨励金請求書（別記第１２号様式）により、区長に奨励金

の支払を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付決定者に奨励金を支払

うものとする。 

 

（奨励金の交付の決定の取消し） 

第１２条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を

取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により、奨励金の交付の決定を受けたとき。 

（２）交付決定に当たり付した条件に違反したとき。 

（３）この要綱の規定に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、不燃化特区壁面

後退奨励金交付決定取消通知書（別記第１３号様式）により、交付決定者に通知するも

のとする。 

 

（奨励金の返還） 

第１３条 区長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、既

に奨励金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はまちづくり部長が定める。 

  

付 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２７年１２月１７日から施行する。  

（要綱の失効）  

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。 

  



別表（第５条、第６条、第８条、第９条関係） 

区 分 提出書類 備 考 

承認申請 

（別記第１号様式） 

① 建築物・土地の登記簿謄本（6 箇月以

内に発行されたもの）又は固定資産税

課税明細書の写し等 

② 敷地状況の写真 

③ 除却物の外観写真 

④ 配置図・求積図（後退部）※１ 

⑤ 承諾書 ※２ 

⑥ 住民税（中小企業者等の場合にあって

は、法人住民税）の納税が確認できる

確認できる書類の写し（申請する日が

属する年度の前年度分。ただし、申請

する日が 4月から 6月までに属する場

合、当該日が属する年度の前々年度分

とする。） 

⑦ その他区長が必要と認める書類 

未登記の場合は、所有者が確

認できるもの 

 

 

 

 

申請内容の変更 

（別記第４号様式） 

① 変更に係る書類 

② その他区長が必要と認める書類 

 

工事着手 

（別記第８号様式） 

① 工程表 

② 契約書の写し 

③ その他区長が必要と認める書類 

 

工事完了 

（別記第９号様式） 

① 工事完了写真 

② その他区長が必要と認める書類 

 

※１ 建替えの場合は新築後、除却のみの場合は除却後 

※２ 建築物等の所有者の申請の場合は、土地及び建築物等の所有者の承諾書 

土地の所有者の申請の場合は、土地及び建築物等の所有者の承諾書 

 


